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様式第４号（第 11項関係）  

 

審議会等の会議の記録  

 

審議会等の名称  平成 27 年度第５回西脇市まちづくり推進審議会  

開 催 日 時  平成 28年２月９日 （火）午後７時 00分～９時 00分  

開 催 場 所  西脇市生涯学習まちづくりセンター会議室２  

出 席 委 員 の 氏 名  

又 は 人 数  

直 田 春 夫 会 長 、 岸 本 信 子 委 員 、 村 上 委 員 、 篠 田 重

一 委 員 、 大 前 道 廣 委 員 、 黒 崎 晃 史 委 員 、 徳 丸 徹 委

員 、 米 田 育 子 委 員 、 小 林 茂 夫 委 員 、 吉 川 勝 子 委 員 、

藤井久美委員  計 11 名  

欠 席 委 員 の 氏 名  

又 は 人 数  

眞鍋宣征委員、清水賢一委員  

出 席 職 員 の 職 ・  

氏 名 又 は 人 数  

西 脇 市 長  片 山 象 三 、 都 市 経 営 部 長  大 前 悟 、 ま ち

づ く り 課 長  柳 田 み ど り 、 ま ち づ く り 課 長 補 佐  池

田正人、まちづくり課主任  和田裕行  計５名  

公 開 ・ 非 公 開 の 別  公開  

非 公 開 の 理 由  ―  

傍 聴 人 の 数  ０名  

議 題 又 は 協 議 事 項  １  協議等  

⑴  答申書について  

⑵  まちづくり活動審査部会審査報告について  

⑶  その他  

２  その他  

 ⑴  来年度の予定について  

 ⑵  委員の任期について  

会議の記録（概要）  

発 言 者  発言内容等  

 

 

事 務 局  

 

会 長  

 

 

 

 

 

１  協議等  

 ⑴  答申書について  

 事務局から資料に沿って、事前の委員質問に対する回答など

のほか、答申書の内容について説明。  

 事前に委員の皆さんに答申書案等の資料を配布させていただ

き、主に３点の御意見をいただいた。  

 １点目は、答申書第３項目について は交付金のことについて

であり、その中に人的支援も含むということで「事務局人件

費」と明確に書いているので、この表現で 良いかと思う。もち

ろんアドバイスや 情報提供といった意味での支援もあるが、大
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会 長  

 

市 長  

前提として含まれているので、答申書に盛り込む必要はないか

と思う。当初から着目しているが、事務局機能の充実というの

は地域自治協議会のカギとなる部分であり、必要な人件費を 交

付金には是非盛り込んでいただきたいということで、 このよう

な形にしている。この部分については今の形でよろしいか。  

 異議なし  

 ２点目、３点目については答申書第５項目の市民提案型まち

づくり事業についてで、特に「わか りやすい」というところを

明確にした方が良いという御意見だが、「有効的な」よりは

「使いやすい」という表現の方が馴染みやすいと思う。また、

最後の「周知徹底に努められたい 」 というフレーズは重要な意

味を持っているので、強調されている表現で良いと思う。その

ようなことを踏まえ、現在の形でよろしいか。  

 異議なし  

 事前に承った御質問等については以上となるが、他、何か御

意見等はないか。  

 答申書第５項目の内容について、少し回りくどいような印象

を受けるが、「発足初期からの活発な活動を支援するため設立

後１年以上の団体を対象とするといった制限をなくすなど」と

いう部分は無くてもよいのではないか。  

 この部分はファーストステップ事業とチャレンジ事業を統合

するにあたって、細かな制約を無くしていくという説明で、省

略してもいいという御意見であるが 、皆さんはどうか。  

 今までの制度で は、そのような制約が確かにあったので、そ

れを無くして、より利用するものにとってわかりやすく使いや

すいということが強調されるものだと思う。この制度を初めて

見る人だと、この説明は無くてもいいのかと思うが、これまで

に利用してきた人や、この制度を知っていた人からするとよく

わかって良いのではないか。  

 確かにそのような意味合いもあることから、今の形で進めて

いくということで良いか。  

 異議なし。  

 他に何か答申書について御意見等はないか。無ければこの答

申書を市長へ提出させていただく。  

 全員一致で異議なし のため答申書を完成とする。  

○答申書提出  

 地域自治協議会のあり方等について  

 ◇直田会長から片山市長へ答申書の 提出  

 委員の皆様には お忙しい中度々お集まりいただきありがたく
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思う。今答申をいただいたが、地域自治協議会のあり方につい

て、またまちづくりに関する補助制度のあり方について御審議

を重ねてもらった。そして、８月から始まった各地区でのまち

かどミーティングにおいても、参加、出演をいただき、本当に

お世話になった。 皆様が各会の冒頭で朗読劇をしてくださった

おかげで市民の皆さんが話を聴く体制に 入っていけたと思う。

皆様なくしてはあ のようなスムーズな進行はできなかった。本

当に感謝している。皆様の熱い議論の賜物である答申を最大限

に尊重して、これからのまちづくりに生かし、進めていきたい

と思っている。この先も変わらず御指導をいただくようお願い

したい。  

 市長については公務のため退席をさせていただく旨説明。  

 ◇市長退席  

 ⑵  まちづくり活動審査部会審査報告について  

 平成 27年 11月６日に後期のまちづくり活動審査会を実施し、

地区まちづくり実践補助事業及び市民提案型まちづくり事業の

企画書に対する審査を行ったので報告をさせていただく。本日

の資料の１ページから４ページ が説 明資料である。地区まちづ

くり実践補助事業については２団体、市民提案型まちづくり事

業については１団体の申請があり、それぞれ企画書に基づくプ

レゼンテーションをしてもらい、質疑応答を経て、全てについ

て申請額満額の交付をする審査結果を出させてもらった。た

だ、内容について各団体に要望する事柄もあったため、意見を

付させてもらった。  

 西脇区の童子山整備事業については、市所有の土地の維持管

理的な事業であるため、その経費は 100％補助という形でこれま

できていたが、その性質上、補助金でやっていくより は委託事

業へ形を変えるのも一つではないかという意見も審査のなかで

出ている。また、 地区の皆さんの交流の場とする目的で地区内

の空き家や駐車場を借りて、ふれあい交流館事業を されている

が、現在は 100％の補助率となっている。それを、そろそろ利用

者からある程度の受益者負担をしてもらい、補助率を下げてい

くなり、減額をしていくなりの検討をしてほしいと働きかけを

お願いした。  

 また、津万地区の活き生きＴＵＭＡ協議会だが、西林寺のあ

じさい園の入口のところでふれあい喫茶をつくるための施設設

備整備を進めている。その中で、事業費総 額約 600万円のうち、

半額の 300万円を県の補助で賄い、残りの 300万円のうち半額

を、このまちづくり実践補助金で充当したいと申請をされた。
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地域の高齢者、また地域外からあじさい園へ来られる 方も多い

ので、交流を図る意味でも非常に意義がある事業なので妥当だ

という意見でまとまった。  

 市民提案型まちづくり事業では、スポーツアカデミー Shineが

昨年度に引き続いて、黒田官兵衛杯少年硬式野球大会の開催を

企画し、申請をされた。野球大会を 通じたスポーツ振興や青少

年健全育成に有効だということで申請額通りの交付をするよう

審査をさせてもらった。  

 まちづくり活動の審査については以上のとお りだが、それと

は別に、これからのまちづくりに関する補助制度のあり方につ

いて協議をした。先ほど提出された答申書にも盛り込んでも

らったが、やはり市民提案型まちづくり事業についてファ－ス

トステップ事業とチャレンジ事業を統合し、もっと利用しよう

とする団体にとってわかりやすい制度とする方がいいだろう と

いう意見でまとまった。また、現行では補助回数は３回までと

しているが、予算にも限りがあり、できるだけ多くの団体に利

用してもらう方が良いだろうということで３回までと いう制限

はそのままで運用していくのが良いということとなった。そし

て利用する団体を増やすためにも、市民へのより一層の周知を

図ることが必要だということも部会の意見とすることとした。  

以上がまちづくり活動審査部会からの報告となる。  

まちづくり活動審査部会の審査結果については、今御報告い

ただいた内容で審査会の後に答申を提出させてもらった。付帯

意見にあったように、事業の内容について、ものによっては補

助事業よりも委託事業などがふさわしいものもあるかと思う

が、それについては地域というよりは市の方で精査し ていただ

きたい。今後の協働事業を進めていく中でそれぞれ考えていく

べきかと思う。ふれあい喫茶やサロンは本当に良い取組だと思

う。地区内外の交流の場となるし、災害時など、どのような人

がいて、救助する場合の優先度などもみんなで共有できること

に繋がるなど、日頃顔を合わせる場ができるということは、地

域にとって非常に 効果が大きいと思う。  

 市民提案型まちづくり事業で審査された「黒田官兵衛杯少年

硬式野球大会」について２年目の申請ということだが、黒田庄

地区の区長や住民が、その開催を知らなかったので、黒田庄地

区の行事と重なる ということがあった。すごく良い取組だと思

うので、もっとアピールをしてもらい、色々な方面と連携がで

きればさらに良くなるのではないかと思う。黒田庄地区にはス

ポーツ振興会であったり、色々な団体を区長会も関わり運営し
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ているので、連携の方法を考えてもらい、住民にとって何も知

らないという不安を少しでも解消していければと思う。  

 今お伺いしたことはある意味大切なことだ。地区 が主催する

ことは地区内に浸透していきやすいが、 NPOなど市民活動団体が

手掛けるものは対象を複数地区としているため、逆に地区に

よっては浸透しにくい面もあるかもしれない。情報提供によっ

て応援をしに行こうという方も増えるかもしれないし、資金援

助をしようということにも繋がる可能性もある。そういう意味

ではできるだけ広く情報提供をするのが良いかと思う。しっか

りとした根回しをするかといえばそこまでの必要はないと思う

が、各団体の責任で、できる限り広められるよう市もアドバイ

スをしていただければ良いと思う。 また、補助金を出している

ということは税金を使っているということもあるので、市民の

皆さんに広く事業を周知することも大切かと思う。  

 広報紙に募集は載せられるが、採択結果等も載せて市民の皆

さんに見ていただけば良いと思うが。  

 情報提供については 広報紙及びホームページで、例年５月ご

ろには事業の募集と併せて前年度の活動報告を、９月ごろには

その年度の活動採択を受けられた団体と活動内容を紹介し載せ

ている。  

 まちづくり活動について平成 27年度の活動報告会を４月下旬

に開催するのでお知らせをさせていただく。地区まちづくり実

践補助事業及び市民提案型まちづくり事業の実施団体計 18団体

に参加してもらい、各２から３団体ずつ報告をしてもらう。 ま

ちづくり活動審査部会委員を中心に日程調整をさせてもらう

が、当日は審議会委員にも積極的に参加していただきたい。  

 報告会を開催するということなので、公金を扱う事業にとっ

ては非常に大切なことだ。審査部会の皆さんには審査からお世

話になっている。審査部会の皆さんだけではなく、審議会委員

の皆さんにも積極的に参加をいただきたい。  

⑶  その他  

 本日の審議会で第５回を迎え、平成 27年度の最終となる。 ま

た我々の委員任期は３月末までのため、現メンバーでの協議は

最終となる。また次期も引き続き委員を続けられる方 もあると

思うが、一つの区切りを迎えるため、皆さんから感想などを承

りたい。  

 感想を述べる前にひ とつ質問をしてもよろしいか。  

 答申の第２項目に地域自治協議会に関して「モデル事業を実

施し」とあるが、モデル事業に設定している地域はあるのか。  
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会 長  

また、 28年度にモデル事業を進めるとして、それを受けてまた

次年度に進めていく地区ができ、そしてまたその次に といった

具合に進める予定であるのなら、市内８地区すべてが地域自治

協議会を立ち上げるということについての年限についての努力

目標みたいなものはあるのか。  

 来年度はモデル事業まで進めていくのは少し難しい と考えて

いる。今のところ黒田庄地区と比延地区を進めていけるよう考

えているが、モデル事業ということではな く、前段階として各

地区のまちづくり計画の再編に取り組んでいく。比延地区と西

脇地区、芳田地区についてこれまで ３年間で再編を進めてき

た。１期目の計画の中でできた事、できなかったことなどを整

理し、これから 10年、 20年先の社会を見据えて少子高齢社会に

対応するきっちりとしたまちづくり計画へと再 編してきてい

る。その中で、これから何をすべきなのかということを住民に

先行で考えていただき、次いで、そのために必要な組織とはど

んなものだろうということを考えてもらいたいと思う。多くの

方が関わることのできる組織づくりを 考えてもらう機会とし

て、まちづくり計画の再編の際に地域自治協議会のことも一緒

に進めていけたらと考えている。来年度その再編については黒

田庄地区、津万地区にお願いする予定にしている。比延地区に

ついてはまちづくり計画の再編 は一番初めに終わっている た

め、来年度は地区まちづくり実践補助 事業のなかでコンサル

ティングの委託料を取ってもらい、 指導を貰いながら円卓会議

等を進めてもらいたいと考えている。黒田庄地区については一

番モデル事業に近い形として事務局人件費も試験的に付けて事

務局強化を進めてもらいたいと考えている。  

一年間地域自治協議会についての話 し合いを繰り返しなが

ら、これで進められるという地区ができてくれば順次 モデル地

区として進んでいくかと考えている。  

具体的に、どれくらいの期間をかけて市全体が地域自治協議

会の形へなっていくのかというところだが、準備段階、モデル

地区を経て本格実施という流れで段階を踏んで、一括交付金の

交付というところまでとなると３年はかかると思う。 それが全

８地区ということになると、８年から 10年かかり、平成 35年度

くらいかと考えている。順番については、地区の意識のあり方

が一番重要になってくる。大体の順番は市でも考えている が、

地域に入っていく間に変わってくることもある。まずは黒田庄

地区と比延地区について進めていきたいと考えている。  

 地域自治協議会については、行政から の指示でやっていくの
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ではなく、やはり地域が自主的に進めていくことが望ましいの

で、そこを行政が 支援していくことが一番良いと思う。実際動

き出せば意外と期間が短くなることも考えられる。最初にひと

つできると、それを参考にしながら、他の地域も動き出すとい

うこともある。入念に準備をしてモデル地区を経て 実際に形に

していくという丁寧な形をとられることはいいことだと思う。

また、地区まちづくり計画の再編に絡めて 、地域課題をいかに

解決していくか、またそのために一番適切な仕組みはと考えた

時に地域自治協議会でもって地域の総力を出せるように進めて

いくということが大切かと思う。  

 黒田庄地区がモデル地区となる方向で考えているということ

だが、平成 28年４月に役員の改正がある中で、地域の皆さんに

広くＰＲをすることができていないのが現状だ。前向きに進ん

でいかなければという気持ちで、平成 28年度中に何とか準備を

し、色々な人が参加できるような組織の進め方をしながらやっ

ていきたいと思っている。その中で、事務局職員について今現

在は行政出身のしっかりとした職員が一人いるが、もう一人は

確保したいと思っている。その人の選考について区長会や住民

の中から探したりと試みているが、行政から斡旋をするという

ことはないのか。  

 行政のＯＢなどが向いているということもあり得るので 、斡

旋とまではいかないが区長会や住民会議と相談しながら紹介で

きる人がいれば積極的に働きかけたいと思っている。  

 事務局職員というのは非常に重要なところで、会長に次ぐ

キーパーソンとな る。一般論ではあるが、その地域に住み、そ

の地域のことを昔からよく知っているという人はもちろん良い

が、一方で今後のことを考え若い人を育てるということも大切

だと言える。地域外の人を呼び込んできても良い効果はある。

即戦力のスーパー事務局員が来ることも良いが、 10年後のスー

パー事務局員を育てるという視点も是非持っていてほしい。  

 この審議会に参加させてもらい、色々と勉強になった。あり

がたく思っている。  

 地域自治協議会をどう進めていくかというのは、初めてのこ

とでもあり時間がかかるかもしれない。一つモデル地区をつく

り、それを広めていくという手法は非常に良いと思う。 コンサ

ルティングという言葉が会議中に出ていたが、地元以外の西脇

市のことをあまり知らないような人でも、まちづくりの専門家

という人があるのだから、力を借りるのも一つかと思う。やは

り本腰を入れてやるならば、そこにお金を費やして、確実にま
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ちを良くしていく専門家に依頼して進めていくのも一つの手で

はないかと思う。もちろん地域の人と一緒になってということ

だが、そのような大胆なことをしてでも、少し早めに西脇市が

良くなっていくように進めていくのも必要ではないかと思う。

10年近くかけて各地区での土台をつくり、そこからまたまちづ

くりの方策を探していくというのは時間がかかりすぎるような

印象を持っている。その地域の経緯などもあり、時間が必要だ

ということも分かっているが、時代はもっと早く進んでいくよ

うに思う。  

 このような会議に参加させてもらい、非常に勉強になった。  

本当にわからないことばかりで、難しい会議だったと思いなが

らも、もっと私のような 30代、また 20代と若い世代が参画でき

るようになれば良いと思う。  

 より良い西脇市、地域づくりのためには どうするべきかとい

うことを必死になって考えてきたし、またこれからも考えてい

かなければと思っている。やはり自治基本条例を少しずつ進め

ていくということは、持続可能な地域づくりを目指すというこ

とだと思う。特に私が住んでいる中畑町や住吉町などは高齢化

率が 40％近くになっており、この先の大変さをひしひしと感じ

ている。その中で、比延地区においても地域自治協議会という

組織づくりが始まっている。何とか持続可能な地域となるよう

に、これからも微力ながら力を注いでいきたいと思っている。  

 地区ももちろんそうかもしれないが、自治会単位で結構な量

の問題、課題が起こる。地区全体の問題よりも町内の問題を解

決させることが忙しいということだ 。先日、地区のまちづくり

協議会の会長と地域自治協議会のことについて話をしたが、具

体的に何をどうしていくのか、会長、事務局等についてどうい

う人選をするのか、また、区長会が中心になるとしても、区長

の任期がだいたい２年で終わるので、そんななかで地域自治協

議会の仕事を進めていくことができるのかといった話になっ

た。書いたものをやっていくとしても、見るとやるとでは大違

いということもあるので、難しいと思う。地区全体よりも大き

な問題、例えば少子高齢化問題や地域農業の問題などもある。

そんな時に地域自治協議会の地域活性化活動は進んでいくのか

と不安に思うこともある。  

 この審議会については皆さんの色々な意見を聞く中で、地区

として何とか地域自治協議会を進めていかなければという思い

を持つようになった。しかし、地区 以前に町内での課題が多い

というのも事実で、それぞれの集落が問題解決のために努力を
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している。その辺りをうまい具合に地区で吸い上げながら効率

よく解決に繋げていけるような仕組みをつくっていかなければ

と考えている。黒田庄地区では 合併から 10年が経って、未だに

合併の必要性が有ったのかと考える住民がいる。 そのような考

えが少しでもプラスへと変わり、一体となって同じ方向を向い

て進めていかなければと思う。  

 私が住む地区は今モデル地区の導入予定に入っていないが、

町内だけで考えても、老人会に入る年齢であってもほとんど入

らず、まちづくりを進めていくと言っても、ほんとに皆が参加

してくれるのかと不安に思う。昔と違い、みんな自由になって

しまい、助け合いの気持ちも若干薄れているように思う。 この

場にいれば私も前向きな意見を言う事ができるが、いざ地元で

前向きに皆さんに参画を勧めていこうとすれば、どうすればよ

いか戸惑うところもある。やっぱり皆が意識をそこへ向け、理

解をしてくれないとなかなか地域自治協議会などを進めていく

のは難しいかと思う。皆さんを引っ張れるようないいアイデア

が無いか考えているがなかなか浮かばない。他の地区でも良い

アイデアを取り入れられていれば参考にしたい。  

 毎回皆さんの意見を聞かせてもらい、共感させてもらうが、

やはり地域に戻り、現実を見るとなかなか前へは進まないと感

じている。私は初め、住んでいる地域のまちづくり協議会が、

そのまま発展的に 地域自治協議会になっていけば良いと思って

いた。しかし、勉 強をする度に、そうではなくて、また違うも

のだという風に思うようになってきた。区長会が頑張っていた

だいて意識を高めてもらうしかないかと思う。  

 先日、丹波市の 恐竜の里に行ったが、地元の地域自治協議会

で恐竜の里を手掛けているということだった。このようなイメ  

ージができればやり易くありがたいと思う。西脇市に置き替え

て考えると、モデル地区をまず考えてもらい、イメージ作りを

してもらい、その中で少しずつ進めていくしかないかと思う。

ただ、非常に厳格に考えておられるところがあると思うので、

あまり難しく考えずに、モデル地区も参考にしながら、問題が

あれば組織の中で変えていってという風に柔軟に 対応 していく

ことも必要かと思う。  

 各地域で特色を生かしたまちづくりを進めてもらいたいと 思  

っている。テレビ 等で他地域のまちづくり事例などを見ている

と、西脇市でもこのようなところをつくれたらなとよ く思う。  

例えば播州織などをもっと手軽に手にでき、住民みんなで着用

してアピールしながら拡げていけたらとか、西脇市の特色が出
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せるまちづくりを常々考えている。ただ、想いを形にするのは

難しい。目標があれば、どんな人もそれに向けて一生懸命取り

組むことができる と思う。良いものを見つけて、皆が一体とな  

って一生懸命取り組めれば、どんなに素晴らしい西脇市になる

だろうと思う。他地区のまつりに参加をさせてもらうこともあ

るが、いつも良く頑張っていいものを創り上げられているなと

感心する。やはり、地域の人だけではなく、外の者も出かけて

いき、一緒になって盛り上げていくということはとても大事な

ことだと思う。  

 ２年間この場で 皆さんと同じ空気を吸い、いろいろ な意見を

聞き、また、朗読劇など共同作業があり、自分にとって本当に

勉強になったというのはもちろんだが、皆さんと知り合い、審

議会の場以外のところでもご一緒できるようになったのがすご

い財産だと思っている。私は津万地区のまちづくり協議会に所

属しているが、地域自治協議会については他地区の様子を見な

がらゆっくりと進めていこうという意見や、取り残されないよ

うに早く進めていくべき、優先的に色々支援が受けられる今の

うちに進めようという意見など、役員の中でも意見が分かれて

いる。ただ、役員会の中などで、地域自治協議会の議題が出る

ようになったのが、前進したことの一つだと思う。津万地区で

は今年度、西脇市の地区まちづくり実践補助事業や県の補助制

度を利用して「 TUMAこいカフェ」の整備をさせてもらった。老

若男女皆が集まれる場をつくりたいという想いが実現した。

やっていくうちに地域を巻き込んで進んでくることができた。

看板ひとつをとっても、次々に地区内の人の手をわたって完成

してきた。また高校生がエプロンを提供してくれたり、保育園

児がイベントを盛り上げようと言ってくれたりと、地域の力が

集まってくることを実感した。  

 カフェについては西脇高校と深く関わりを持とうと 試みてい

る。地域と高校がコラボして、ゆくゆくはその場所で実習をし

てもらえたらなどと考えている。地域の高齢者などを迎えて、

福祉関係や調理関係など、いろいろ な実習の場として使っても

らえたらうれしいと思っている。地域の方も本当に協力してく

ださるので、今から楽しみにしている。  

 地域の総力をあげて進めているといった感じで、本当に良い

試みだと思う。まさに補助金の意味があると思う。  

 みなさん本当に色々な御意見、御感想をいただき、ありがた

く思う。  

 御意見の中で委員が言われていたが、第三者的なコンサルが
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入り、また違う視点で物事を見るというのは大事なことだ。ま

ちづくりについては昔から若者・馬鹿者・よそ者という言葉が

あるくらいで、若い行動力を持つ人、また思い込んだらぐっと

進み続ける力を持つ人、そして地域内の住民とは違う視点で見

ることのできる人が必要だと思う。 地元の人は地域に根ざして

しっかりと足を付けるということから「土の人」といい、外か

ら違う視点で風を吹き込む人を「風の人」ということもある。

例えば事務局職員などでも、地域外の若い人を呼び込んできて

新しい空気を吹き込むというのも非常に有効かと思う。  

 また地域自治協議会について、５年 10年とゆっくり同じ議論

をしていってもしょうがないので、とりあえず手を付け、早く

進めていく方がいいのではという御意見もあったが、 たしかに

今から５年 10年経てば、まちづくりをしている人も歳をそれだ

け重ねるということでもあり、短期勝負の方が有効なことも考

えられる。今考えている地域自治協議会の仕組みは完成品では

なく、進化しつつあるものだ。全国的に早めから地域自治協議

会を導入しているところでも、 10年経った今でも全面的に組織

の仕組みを見直しているなど、どんどん進化を続けている。 西

脇市でもモデル地区を経て進み、評価、反省のうえに立ってま

たいい仕組みへと変えていくと考えてもらえば良いと思う。そ

の間も常に住民が関わっていくということだけ続けてもらえれ

ばよい。しっかりモニタリングをし、仕組 みをより良くしてい

くシステムを作り上げ、組織の存続に人が合せるということは

しないように進めるべきかと思う。そのようなところでは官よ

り民間の感覚で、市場調査と似た感覚を持って進めていくのが

良い。  

 審議会の委員には西脇市自治基本条例の策定に関わっていた

だいた方も多くいらっしゃるが、やはりそれが一つのベースに

なりつつあるという感じを持っている。持続可能な地域づくり

のためにこの条例はあるし、地域自治協議会もある。目標は地

域の方が皆で参加し、幸せに暮らしていける仕組みをつくると

いうところにある。ただその仕組み がしっかりしていないと住

民は動きだし難いということがあるため、自治基本条例を正し

く理解してもらい、認識を持ってもらうことが必要かと思う。  

 区長と地域自治協議会との関係も大事なところで、もちろん

区長は各自治会内の仕事だけでも大変だと思う。ただ自治会内

だけでは解決できない問題も多数あると思うので、地域内の総

力を合わせて取り組んでいこうというのが地域自治協議会の仕

組みであるため、やはり区長の関わり方をしっかりと認識して
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もらわなければ、組織が宙に浮いたものとなってしまう。地区

内で色々と問題はあるかもしれないが、解決のために補完し合

い助け合うということが大切だ。現在の仕組みで考えれば区長

会やまちづくり協議会や組織が色々とあると思うが、地域自治

協議会になったとして、どちらが上で、どちらがメインでとい

うような話で考えてしまうとなかなか良い方向へは行かない。

老若男女色々な人が参加できる場をつくり、いろんな立場の人

が意思表示をしていけるような仕組 みづくりが必要かと思う。  

 昨年度からこのメンバーで審議会を何度も開いてきたが、ま

ちかどミーティングでの朗読劇は非常に効果的だったと思う。

またビデオを作成し、啓発に使えるようにしてもらえればと思

う。また、津万地区でコミュニティカフェがオープンするとい

うことで、他地区にもあると思うが、このような場を 大切にし

てもらい、堅苦しくないまちづくりの話をしてもらえればいい

話もできると思う。会議となるとやはり発言に重みを感じ、軽

く言えない雰囲気もあるが、カフェで日常的に会話としてやっ

てもらい、また仲間の発掘に繋がるかもしれない。地域のふれ

あいの場として、また拠点として活用してもらいたいと思う。  

２  その他  

 ⑴  来年度の予定について  

 来年度開催予定の審議会の内容等について、資料に沿って事

務局から説明  

 地域自治協議会の進捗状況の報告等、年度内に２回程度審議

会を開催する予定。また、まちづくり活動審査部会については

例年どおり前期及び後期の審査会、活動報告会などを開催する

予定。  

⑵  委員の任期 について  

 委員の任期について資料に沿って事務局から説明  

今年度３月 31日で現審議会委員の任期が終了するため、まち

づくり活動審査部会も含めてできるだけ再任をお願いしたい。

また御要望等があれば事務局へ連絡をいただきたい。  

問合せ先  都市経営部まちづくり課  

 


